
土地改良団体における男女共同参画
員外理事制度の活用による女性理事登用事例

所在地：秋田県大仙市
面 積：925ha 組合員：631人
総 代：33人（うち女性ー人）
理 事：13人（うち女性１名）
監 事： 3人（うち女性ー）
職 員： 5人（うち女性ー）

大仙市大曲土地改良区

こんの のぶこ

今野信子 さん

員外理事制度を活用し、令和５年４
月に秋田県初の女性理事に就任。現在
１期目。
このほか、令和4年度春の叙勲では

調停委員功労として瑞宝単光章を受賞
した。

Q．理事の仕事内容は？
A. 庶務、会計担当として土地改良
区内部の仕事を担当しています。

Q．普段のお仕事は？
A．社会保険労務士・行政書士事務所の所⾧をしています。

Q．理事に就任して良かったと感じたことは？
A. 人とのつながりが増えたことです。

令和５年９月に秋田県鹿角市で開催された男女共同推進大会
に理事として参加しました。その際に、他県の女性理事の方々
と交流し、様々な話をすることができました。今後は、地域の
方との関係をより深めていきたいです。
また、土地改良施設が地域に果たす役割を知ることができた

ことも良かったと感じています。

日本の農業の未来のために
女性理事として活躍されている方と交流するにつれて、性別を理由に理事という職

務ができないことはないと思うようになりました。現に女性の理事⾧が誕生している
土地改良区もあります。これからの日本の農業を支えていくには、男性・女性関係な
く力を合わせて行くことが必要だと思います。

地域に貢献していく仕事を
もともと、地域に貢献していく仕事をしていきたいという思いがあり理事を引き

受けました。そのために自分では何ができるかを考え、夏休みの子供たちを対象に
農業用施設の見学会を提案しました。このような活動を通じて農業、土地改良区に
対する理解が深まり、土地改良区のPRにつながればと考えています。

大仙市大曲土地改良
区判田理事⾧（写真
右）

大仙市大曲土地
改良区古谷事務
局⾧（写真左）

土地改良区の適正な業務運営を目指して

内部牽制強化のために
多数の補助金を受けている土地改良区として

不祥事は許されないと考えています。そのため
に、会計の知識に明るい人材が必要だと考えま
した。御主人がかつて理事をしていた関係から、
土地改良事業に対してもある程度理解があり、
法律に詳しく、会計の知識にも明るい今野さん
に理事の就任をお願いしました。
今野さんは員外理事としての登用で、学識経

験者としての視点があることで、職場環境の近
代化と不祥事防止につながると考えています。
女性理事を登用するうえで苦労したこと
定款変更の事務作業が大変でした。それまで、員外理事は設けられていなかったので

すが、員内理事定数の削減と員外理事を設けるために定款を変更する必要がありました。
定款変更の作業は簡単ではありませんでしたが、県の担当の方の指導を得ながら、無

事変更することができました。

女性理事になるかもしれない方へ

女性だからという理由でできないことはない！！


